
株式会社R65 
代表取締役　山本遼 

残置物の処理等に関する 
モデル契約条項の活用に 
向けた取組

残置物の処理等に関する 
モデル契約条項の解説セミナー



賃貸経営において、高齢者の受け入れは、
今後、避けられません。

今日は
・なぜ高齢入居者を避けられないのか
・モデル条項の理解と実践
・その他高齢入居者に貸す際、気をつけておくこと
の3点について話したいと思います。

高齢者のイメージ
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会社概要

理念　　：いくつになっても豊かな暮らし
事業内容：不動産仲介、ポータルサイト（日本全国　現在22都道府県）、見守り・保険
起業動機：前職の不動産会社のお客様（80代女性）を通じ「高齢者は賃貸住宅を借りにくい」と
気づき2015年5月に起業、2016年4月法人化。

株式会社R65
代表取締役：山本 遼 (1990/1/18 33歳) 
本社所在地：東京都杉並区荻窪4-24-18 
法人設立　：2016年4月7日

「年齢を理由に家が借りれない」
を解消する不動産会社

弊社紹介
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1.高齢者人口の増加

2.核家族化・単身化 
→身寄りのない高齢者

3.生活基盤の不安定化 
→生活保護も死後打ち切り

孤独死や残置物撤去問題が増加する背景
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2020年　単独高齢者670万人（総務省2020）

2050年　単独高齢者1084万人 
（国立社会保障・人口問題研究所発表『日本の世帯数の将来推計(全国推計)』2024）

子のいない割合　29%  
（国立社会保障・人口問題研究所発表『日本の世帯数の将来推計(全国推計)』2024）

【子どものいない高齢者】 

200万人(2020年)→300万人(2050年)

身寄りのない高齢者
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6人に1人　賃貸物件を借りる高齢者

需要はあるが住居がない

高齢者の賃貸住宅を取り巻く現状
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日本における人口と高齢化の推移について

400万世帯  

> 291万世帯

賃貸に住む高齢者　    大学生総数

高齢者の賃貸住宅を取り巻く現状

文科省2021総務省2018

© 2023 株式会社R65



日本における人口と高齢化の推移について

400万世帯  　　　
>  291万世帯

賃貸に住む高齢者　    大学生総数

高齢者の賃貸住宅を取り巻く現状

文科省2021総務省2018
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受け入れなくても 
   増えている・・・！



高齢者の住まいの選択肢について

自由度が低い 自由度が高い

民 間

公 的

サービス付き高齢者向け住宅

❏ 家賃平均3割程度と高額
❏ 郊外の広い土地エリアに集中

介護施設
❏ 介護度が低い場合入所できない
❏ 場所により不足傾向にある

賃貸住宅

公営住宅

❏ 高齢者扱いを嫌う方々に好まれ
る傾向がある

❏ 持ち家から、30%が転居

❏ 10年で25,000戸の減少
❏ 全国の入居倍率が22倍
❏ 東京都の入居倍率は、50倍以上

物件数も豊富で、自由度が高い選択肢は「賃貸住宅」である

不足ニーズの不一致

高齢者の賃貸住宅を取り巻く現状
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10

さらに今後どうなっていくのか

ご高齢者が10年以内に急激に市場へ流入する

築40年以上の
賃貸住宅 

約280万戸

10年以内に 
建て替え

※総務省：平成25年住宅・土地統計調査

< 建築時期別住宅ストック数 >

高齢者の賃貸住宅を取り巻く環境 © 2023 株式会社R65

https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2013/pdf/nihon00.pdf


残置物の問題



課題の多い高齢者市場・・・

< 入居者を拒否している賃貸人の割合 > < 入居に拒否感がある賃貸人の割合 >

70.2%の賃貸人が

高齢者の受け入れに拒否感を抱いている

※国土交通省：多様な世帯が安心して暮らせる住まいの確保に向けた 当面の取組みについて

高齢者の賃貸住宅を取り巻く現状
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https://www.mlit.go.jp/common/001124557.pdf


大家が高齢者を拒否する理由

高齢者が賃貸住宅を借りられない理由

滞納

孤独死

認知症
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親族が居る

発見まで
日数経過

居室内死亡

親族へ請求 
（相続/連帯保証）検死 / 遺体引取

軽微な室内清掃

心理的瑕疵物件

早期発見

大家負担特殊清掃

相続放棄

親族が
居ない

警察が検死の為、引き取ります。
発見後、物件の汚損は進みません。

居室内死亡でも、早期発見されれば、
心理的瑕疵物件としての告知義務はありません。
(国土交通省 2020年)

つまり、見守りが
とても大事

大
家
さ
ん
対
応
部
分

保証人がいない場合、親族が相続放棄した際
全額大家負担になることも。
(特殊清掃で100万円の損失も。)

不動産会社が行うべき解決策　孤独死
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親族が居る

発見まで
日数経過

居室内死亡

親族へ請求 
（相続/連帯保証）検死 / 遺体引取

軽微な室内清掃
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早期発見
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相続放棄

親族が
居ない

警察が検死の為、引き取ります。
発見後、物件の汚損は進みません。

親族がいなければ、残った荷物の処分が大変
つまり、

死後事務委任契約が
とても大事

大
家
さ
ん
対
応
部
分

保証人がいない場合、親族が相続放棄した際
全額大家負担になることも。
(特殊清掃で100万円の損失も。)

不動産会社が行うべき解決策　孤独死



入居者の死後 速やかに貸し出せるようにする

残置物撤去が引き起こすリスク

居室内の物は、親族（相続人）全員の同意なしに、処分できな
い。
しかし、相続人と連絡がつかないケースが多々ある。
（公営住宅では何年もそのまま・民間は勝手に処分）
結果、同意～処分までの作業が全体的に手間なので、不動産会社
は特に身寄りのない人を入居させたくない。
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入居者の死後 速やかに貸し出せるようにする

残置物撤去が引き起こすリスク

• 残置物が残っている間は募集ができない

• 残置物を処分するためのコスト

• 残置物撤去までの相続人捜索の手間
© 2023 株式会社R65
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入居者死亡

保証人へ引取要請

原状回復

相続人引取

早期発見

連帯保証人が
親族

保証人
死亡 相続人捜索

相続人
不明

相続人
発見

相続
放棄

大家負担

　親族がいなければ、残った荷物の処分が大変

つまり、
死後事務委任契約が

とても大事

大
家
さ
ん
対
応
部
分

不動産会社が行うべき解決策　孤独死
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残置物撤去が引き起こすリスク　金銭
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入居者死亡

保証人へ引取要請

原状回復

相続人引取

早期発見

連帯保証人が
親族

保証人
死亡 相続人捜索

相続人
不明

相続人
発見

相続
放棄
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適法に解約

業者選定

残置物仕分

残置物処分

原状回復
親族がいなければ、残った荷物の処分が大変

大
家
さ
ん
対
応
部
分

残置物撤去が引き起こすリスク　管理工数
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相続人捜索
相続人
不明 大家負担

適法に解約

業者選定

残置物仕分

残置物処分

原状回復

大
家
さ
ん
対
応
部
分

残置物撤去が引き起こすリスク　保証会社

読売新聞2022/12/13
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残置物撤去が引き起こすリスク　司法書士

相続人10人！
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残置物撤去が引き起こすリスク　司法書士

相続人10人！

5年かかった・・・



入居者の死後 速やかに貸し出せるようにする

残置物の処理等に関するモデル契約条項　基本概要

生前に委任を受けていれば第三者でも処分が容易になりました。
ただし、利害関係の無い第三者である必要があります。

「賃貸人もしくは大家さんは望ましくない」

（モデル契約条項より）

入居者大家

賃貸借契約

第三者

死後事務委任契約

（株）R65

大家△
保証会社　△
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死後事務委任契約　基本概要

© 2023 株式会社R65



入居者の死後 速やかに貸し出せるようにする

残置物の処理等に関するモデル契約条項　基本概要

生前に委任を受けていれば第三者でも処分が容易になりました。 
今般の改正住宅SN法により、居住支援法人の業務として位置付けられ

ました。

ただし、利害関係の無い第三者である必要があります。

利用される方は、60歳以上です。

入居者大家

賃貸借契約

第三者

死後事務委任契約

（株）R65

不動産会社△
保証会社　△
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死後事務委任契約　基本概要
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実践編
不動産会社の立場で気をつけた点



実際の活用事例

© 2023 株式会社R65

実績、実はまだです・・・



物件掲載

PR

管理 / 売却

死後事務受任 賃貸借契約毎に受任者としてR65が入ります。
結果、残置物処分・解約をスムーズに行えます。

その他

弊社ポータルサイトへ物件を掲載することができます。
掲載上限はございません。

近隣で初掲載の場合、プレスリリースにて発表します。
積極的にメディアにお繋ぎします。

高齢者の受入可能な管理会社のニーズ増えてます。
自宅売却の案件も増。案件を積極的にお繋ぎします。

大家さん向けセミナーや社員研修、営業資料共有など、
ご質問には随時お答えしております。

現在は、パートナーへの提供のみ

2024 © R65 inc.

賃貸に特化
安価な見守り ご紹介

パートナーでなくともできること パートナー費用 : 5万円 / 月
(最初一年間はお試し価格: 1万円/月)
一年後は規模、反響などを加味し、
ご相談とさせてください。
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入居者死亡

保証人へ引取要請

原状回復

相続人引取

早期発見

連帯保証人が
親族

保証人
死亡 相続人捜索

相続人
不明

相続人
発見

相続
放棄

大家負担

適法に解約

業者選定

残置物仕分

残置物処分

原状回復

原状回復以外のところをR65不動産にて対応
・適法解約をスムーズに 
費用・管理コストを削減

・残置物処分費用については入居者請求ができない
→身寄りがいないため（保険・保証会社で対応）

大
家
さ
ん
対
応
部
分

残置物撤去が引き起こすリスク　管理工数
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死後事務委任契約 申込の流れ

入居 死亡 明け渡し

R65との委任契約

不動産会社と保証会社で契約締結済

保証会社との契約

賃貸借契約解約

原状回復

保証会社解約

精算

残置物処分
（依頼）
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不動産会社のメリット

•訴訟リスクの軽減
•空室期間の短期化
•入居率の向上
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不動産会社のメリット　入居者満足

いつ追い出されるのか
ドキドキ・・・
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導入へのハードル

お金をかけてやること？

特定の保証会社？

使ってみたい
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相続人引取
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連帯保証人が
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保証人
死亡 相続人捜索

相続人
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相続人
発見

相続
放棄

大家負担

適法に解約

業者選定

残置物仕分
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原状回復
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・適法解約をスムーズに 
費用・管理コストを削減

・残置物処分費用については入居者請求ができない
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大
家
さ
ん
対
応
部
分

導入のハードルになる部分

特定の保証会社にするため、ハードル
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なぜ特定の保証会社か

入居 死亡 明け渡し

入居 明け渡し

弊社利用の保証会社

ある保証会社

死亡

入居者が死亡すると保証が終わる、保証会社もある。



• 残置物は、特定の人に譲ることもできる
→実務的には負担なので、遺言を書いてもらう

• 保険や保証会社は、どこまで適用になるか、誰に支払われるかを確
認する
→入居者に保険料が払われてしまうと、相続対象に

• 60歳未満はモデル条項が使えない

• 推定相続人がいる場合は、なるべく連帯保証人になってもらう
→あるいは、予め残置物の処分方法を決めておいてもらう

• 見守りなども活用し、費用負担をなるべく小さくする

• 受けてもらえる第三者の決定

弊社サービスに限らず・・・
導入を考える上で不動産会社が気をつけておくこと



ただし早く
見つけてください

自然死は
事故ではない

国土交通省

入居者の死後 物件価値を下げない

4.不動産会社が行うべき解決策1　孤独死

見守り・保険があれば大丈夫
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心理的瑕疵物件

居室内死亡

検死 / 遺体引取

軽微な室内清掃

早期発見

見守りで孤独死の損害は抑えられ
結果、大家は高齢者を賃貸住宅に
受け入れやすくなります。

発見まで
日数経過

設置に工事が必要

月額費用が高い
初期費用が高い

監視感が強い

健康な人には負荷

しかし従来の見守りには
高いハードル

従来の見守り

4.不動産会社が行うべき解決策1　孤独死
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電話による見守り 電球による見守り 電気変化による見守り

導入

監視感

電話があれば導入が可能 電球交換で導入が可能 取り付け不要

自動の電話がやや煩わしい なし

◯ ◯

なし
◎ ◎

◎

△

その他 　◎　外出時も検知可能
　△　見守りの頻度週1~

△ 定期的に交換必要
△ 外泊時は検知不可
△ 生活態度により
検知不可

◎ 交換不要
△ 外泊時は検知不可
△ 子メーターは検知不可

(寮・シェアハウス不可)

定期的な自動電話の電話
受電・プッシュで検知 電球のON/OFFで検知 30分毎の電気使用量の

変化を検知

弊社お取扱
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電力変化による
見守り

特徴
電力データを活用した
電気使用量の変化を検知

◎ 設備不要で導入  
◎ 監視感が薄い  
◎ 交換が不要  

△ 外泊時は検知不可  
△ 子メーターは検知不可  
（寮・シェアハウス不可）

4.不動産会社が行うべき解決策1　孤独死
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4.不動産会社が行うべき解決策1　孤独死

すでに50社契約済



• 残置物は、特定の人に譲ることもできる 
→実務的には負担なので、遺言を書いてもらう 

• 保険や保証会社は、どこまで適用になるか、誰に支払われるかを確認
する 
→入居者に保険料が払われてしまうと、相続対象に 

• 60歳未満はモデル条項が使えない 

• 推定相続人がいる場合は、なるべく連帯保証人になってもらう 
→あるいは、予め残置物を処分を決めておいてもらう 

• 見守りなども活用し、費用負担をなるべく小さくする 

• 受けてもらえる第三者の決定

弊社サービスに限らず・・・
導入を考える上で不動産会社が気をつけておくこと



契約費用と収益モデル
収益化の可能性　未知

• 通常の死後事務委任契約 
→月に数万円かかる 

• しかし、身寄りがない方はお金がある方ばかりではない 
→生活保護費の中では賄えない 

• 居住支援法人も手間はかからないとはいえ、リスクが未知 
→業務範囲を絞り、不動産会社と分担すれば業務は抑えられる 
→不動産会社も、お金が出るなら外注できる 
 
R65不動産では、試験的にパートナーに限定し、行う



導入に向けたステップ



物件掲載

PR

管理 / 売却

死後事務受任 賃貸借契約毎に受任者としてR65が入ります。 
結果、残置物処分・解約をスムーズに行えます。

その他

弊社ポータルサイトへ物件を掲載することができます。 
掲載上限はございません。

近隣で初掲載の場合、プレスリリースにて発表します。 
積極的にメディアにお繋ぎします。

高齢者の受入可能な管理会社のニーズ増えてます。 
自宅売却の案件も増。案件を積極的にお繋ぎします。

大家さん向けセミナーや社員研修、営業資料共有など、
ご質問には随時お答えしております。

現在は、パートナーへの提供のみ

2024 © R65 inc.

賃貸に特化 
安価な見守り ご紹介

パートナーでなくともできること パートナー費用 : 5万円 / 月 
(最初一年間はお試し価格: 1万円/月) 
 一年後は規模、反響などを加味し、 
 ご相談とさせてください。



契約について、などは省略

2024 © R65 inc.

•契約の流れ 
•入居者への説明 
•締結後のフロー 
•トラブル時のフロー 
•弊社のサポート体制



死後事務委任契約で
実現したい未来



高齢者が安心して入居できる社会

いつ追い出されるのか
ドキドキ・・・

死後事務委任契約で実現する未来

身寄りがいつまでも
いるわけではない



高齢者が安心して入居できる社会

死後事務委任契約で実現する未来

いくつの方でも 
身寄りがいてもいなくても 
入居者も大家も不動産会社も 
安心できる住まいがある社会。




